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(57)【要約】
【課題】電気的またはメカ的機構を用いることなく、周
囲の明るさに応じて眼鏡型画像表示装置のシースルー表
示と非シースルー表示とを容易に切替える。
【解決手段】眼鏡フレーム４に支持された画像射出部５
と、眼鏡レンズ３に配置された平面鏡６を設ける。画像
射出部５は、観察者の視野内に表示すべき２次元電子映
像の画像光を出射し、平面鏡６はこの画像光を観察者の
眼球２の一方に向けて反射させて、観察者が電子映像を
虚像として観察できるように構成される。平面鏡６は縦
長の矩形形状を有し、平面鏡６の画像光の射出方向への
投影断面の水平方向の幅は、暗順応時の人の瞳孔径であ
る７ｍｍよりも小さく、かつ、明順応時の人の瞳孔径で
ある１ｍｍよりも大きい。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示すべき２次元画像の画像光を射出する画像射出部と、
　観察者の少なくとも一方の眼球の視野内に配置され、前記画像射出部から射出した画像
光を前記観察者の眼球へ向けて反射させ、前記２次元画像の虚像を前記観察者が観察でき
るように構成した反射部とを備え、
　前記反射部は、前記画像光の眼球への射出方向への投影断面の幅の最小値を、暗順応時
の人の瞳孔径よりも小さく、かつ、明順応時の人の瞳孔径よりも大きくしたことを特徴と
する眼鏡型画像表示装置。
【請求項２】
　前記反射部は、前記画像光の射出方向への投影断面の幅の最小値が、１ｍｍ以上３．８
ｍｍ以下であることを特徴とする請求項１に記載の眼鏡型画像表示装置。
【請求項３】
　前記反射部の前記画像光の射出方向への投影断面の幅ｈは、前記観察者の瞳孔位置から
前記反射部の中心までの距離をｗ、前記虚像を前記観察者の前記眼球内に結像させるため
に設けられた投影レンズの焦点距離をｆ、前記投影断面の幅方向に対応する前記画像射出
部の画像表示素子の幅をｄとするとき、
　　ｗ・ｄ／ｆ＋１ｍｍ≦ｈ
を満たすことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の眼鏡型画像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、眼鏡型画像表示装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、眼鏡型画像表示装置として、例えば、眼鏡のテンプル側に保持された画像射出部
と、眼鏡のレンズ近傍に保持された接眼光学部とを含む装置が提案されている。このよう
な眼鏡型画像表示装置では、画像射出部から射出された表示すべき電子映像の画像光を、
接眼光学部を介して観察者の眼球に入射させて観察できるように構成されている。このよ
うな、眼鏡型画像表示装置は、通常、電子映像と眼鏡レンズを透過する背景画像とを重ね
合わせて眼球内に表示させる。これによって、観察者は、電子映像を、視野内における半
透明な画像、すなわち、シースルー画像として観察することができる。
【０００３】
　シースルー画像を実現する方法としては、従来、接眼光学部にハーフミラーとレンズま
たは凹面鏡を使用するものや、ホログラム素子を眼鏡のレンズ部に配置したもの等が知ら
れている（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　しかし、電子映像をシースルー表示する場合、周囲が明るすぎると、背景画像の画像光
強度が強すぎて、電子映像の光強度が負けてしまい視認しづらくなる。そこで、視認性を
向上させるために、電子映像の輝度を高めようとすると、例えば、通常の１０倍以上の輝
度を必要とするので、より多くの消費電力を必要とし、経済性が悪くなるという問題があ
る。よって、そのような環境の場合は、電子映像に重なる背景画像の透過率、言い換えれ
ば、シースルーの度合いを低下させて、見やすい電子映像を提供することが提案されてい
る。
【０００５】
　例えば、シースルーと非シースルーとを切り替える手段として、液晶シャッターを用い
る電気的な切換え手段（例えば、特許文献２参照）や、透明材料と着色材料とを混合した
材料より構成される遮蔽部材を周囲の明るさに応じて取り付けて、あるいは、取り外して
背景光を調整するメカ機構的手段（例えば、特許文献３参照）を有する眼鏡型画像表示装
置が提案されている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００６－２０９１４４号公報
【特許文献２】特許第２８３０２９１号公報
【特許文献３】特開２００１－１６６７０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、液晶シャッターによる電気的な切換え手段を用いる場合は、液晶シャッ
ターに要する部材コストが高く、また、当該切換えを制御するための制御機構が必要とな
り、さらに、装置が大型化するという問題点がある。また、遮蔽部材を用いるメカ機構的
手段では、観察者が状況に応じて遮蔽部材の取り付け、取り外しを行わなくてはならない
。さらに、遮蔽部材を取り付けることによって、広範囲に外界視界を遮るという問題点を
有する。
【０００８】
　したがって、これらの点に着目してなされた本発明の目的は、電気的またはメカ的機構
を用いることなく、周囲の明るさに応じてシースルー表示と非シースルー表示とを容易に
切替えることが可能な、眼鏡型画像表示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成する請求項１に係る眼鏡型画像表示装置の発明は、
　表示すべき２次元画像の画像光を射出する画像射出部と、
　観察者の少なくとも一方の眼球の視野内に配置され、前記画像射出部から射出した画像
光を前記観察者の眼球へ向けて反射させ、前記２次元画像の虚像を前記観察者が観察でき
るように構成した反射部とを備え、
　前記反射部は、前記画像光の眼球への射出方向への投影断面の幅の最小値を、暗順応時
の人の瞳孔径よりも小さく、かつ、明順応時の人の瞳孔径よりも大きくしたことを特徴と
するものである。
【００１０】
　請求項２に係る発明は、請求項１に記載の眼鏡型画像表示装置において、
　前記反射部は、前記画像光の射出方向への投影断面の幅の最小値が、１ｍｍ以上３．８
ｍｍ以下であることを特徴とするものである。
【００１１】
　請求項３に係る発明は、請求項１または２に記載の眼鏡型画像表示装置において、
　前記反射部の前記画像光の射出方向への投影断面の幅ｈは、前記観察者の瞳孔位置から
前記反射部の中心までの距離をｗ、前記虚像を前記観察者の前記眼球内に結像させるため
に設けられた投影レンズの焦点距離をｆ、前記投影断面の幅方向に対応する前記画像射出
部の画像表示素子の幅をｄとするとき、
　ｗ・ｄ／ｆ＋１ｍｍ≦ｈ
を満たすことを特徴とするものである。
【００１２】
　なお、本明細書では、「暗順応」とは、非常に暗い環境下で、人の目が暗さに順応した
状態であり、「明順応」とは、非常に明るい環境下で、人の目が明るさに順応した状態で
あると定義する。暗順応時の人の瞳孔径は約７ｍｍであり、明順応時の人の瞳孔径は約１
ｍｍである。また、人間の瞳孔径は周囲環境の明るさによって、１ｍｍ～７ｍｍの範囲で
変化し、通常環境下では平均４ｍｍとなることが知られている。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、画像光の眼球への射出方向への、反射部の投影断面の幅の最小値を、
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人の暗順応時の瞳孔径よりも小さく、かつ、人の明順応時の瞳孔径よりも大きくしたので
、電気的またはメカ的機構を用いることなく、周囲の明るさに応じてシースルー表示と非
シースルー表示とを容易に切替えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の第１実施の形態に係る眼鏡型画像表示装置の主要部分の概略を示す部分
構成図である。
【図２】本発明の実施に用いる反射部の例を示す図である。
【図３】図１の眼鏡型画像表示装置を観察者が装着した状態における右眼側を示す正面図
である。
【図４】瞳孔径の変化によるシースルー表示および非シースルー表示の切替えを説明する
原理図であり、（ａ）は通常環境下の場合を示し、（ｂ）は非常に明るい環境下の場合を
示す。
【図５】図１の眼鏡型画像表示装置の平面鏡の大きさと瞳孔径の大きさとの関係を説明す
る図であり、（ａ）は暗順応時の場合を示し、（ｂ）は明順応時の場合を示す。
【図６】図１の眼鏡型画像表示の表示イメージを示す図であり、（ａ）はシースルー表示
を示し、（ｂ）は非シースルー表示を示す。
【図７】本発明の第２実施の形態に係る眼鏡型画像表示装置の構成および使用状態を示す
図である。
【図８】図６の眼鏡型画像表示装置の光学系を示す図である。
【図９】本発明の第３実施の形態に係る眼鏡型画像表示装置の構成および使用状態を示す
図である。
【図１０】観察者から見た携帯情報機器の表示画面の表示画角を説明する図である。
【図１１】非常に明るい環境下における非シースルー領域の画角を説明する図である。
【図１２】本発明の第４実施形態に係る眼鏡型画像表示装置の平面鏡の大きさと瞳孔径の
大きさとの関係を説明する図であり、（ａ）は通常環境下の場合を示し、（ｂ）は明順応
時を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。
【００１６】
　（第１実施の形態）
　図１は、本発明の第１実施の形態に係る眼鏡型画像表示装置の主要部分の概略を示す部
分構成図である。この図では、眼鏡型画像表示装置１を頭部に装着した際の、観察者の右
眼の眼球２を併せて表示している。眼鏡型表示装置１は、眼鏡レンズ３および眼鏡フレー
ム４により主として構成される眼鏡に、画像射出部５および反射部を構成する平面鏡６が
付加された構成となっている。
【００１７】
　眼鏡フレーム４は、眼鏡レンズ３または眼鏡レンズ３の外枠に固定され眼鏡前面の両端
に位置するヨロイ部７、および、ヨロイ部７とヒンジ８を介して折り曲げ可能に結合され
たテンプル部９を含んで構成される。眼鏡型表示装置１は、このテンプル部９を観察者の
耳に架け、眼鏡レンズ３またはその外枠に固定されたノーズパッド１０を鼻に当てること
によって、観察者の眼球２に対する位置が固定される。
【００１８】
　画像射出部５は、眼鏡フレーム４の例えばテンプル部９によって支持され、例えば、液
晶素子や有機ＥＬ素子等の小型の画像表示素子と画像表示素子の前方に設けたレンズを有
し、表示しようとする電子映像の画像光を、眼鏡レンズ３とテンプル部９との間の空間を
通して、平面鏡６に向けて射出する。
【００１９】
　平面鏡６は、少なくとも一方の眼球（図においては右眼の眼球）の視野内であって眼鏡
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レンズ３の近傍、例えば、眼鏡レンズ３のレンズ部分の表面に保持される。この平面鏡６
は、画像射出部５から出射した画像光を、観察者の眼球２へ向けて反射させるように、反
射面の角度が調整されている。これにより、観察者は表示すべき電子映像を虚像として観
察することができる。また、平面鏡６としては、図２に示されるように、（ａ）表面反射
ミラー、（ｂ）裏面反射ミラー、（ｃ）眼鏡レンズへ埋め込まれたミラー、などを用いる
ことができる。表面反射ミラーおよび裏面反射ミラーは、それぞれ表面または裏面を金属
蒸着や誘電体多層膜等の一般的なミラーコートを施したものを利用することができる。こ
のとき不透過なミラーを利用することで、明順応時に完全な非シースルーとすることがで
き、また透過性のあるハーフミラーを利用すれば、明順応時の非シースルー状態において
も、ある割合で背景光を透過させることもできる。眼鏡レンズへ埋め込まれたミラーを用
いた場合は、眼鏡レンズと空気との屈折により、傾斜角を軽減することができる。
【００２０】
　図３は、図１の眼鏡型画像表示装置を観察者が装着した状態における右眼側を示す正面
図である。平面鏡６は、眼球２が正面を向いている状態で、瞳孔１１を正面に見てやや画
像射出部５寄りの位置に配置されている。また、平面鏡６は、縦長の矩形形状を有してお
り、画像光の眼球への射出方向への投影断面が、水平方向の幅が１ｍｍ～７ｍｍ、好適に
は、１ｍｍ～３．８ｍｍの範囲となっている。
【００２１】
　次に、周囲環境の変化により、シースルー表示と非シースルー表示が切り替わることを
説明する。図４は、瞳孔径の変化によるシースルー表示および非シースルー表示の切替え
を説明する原理図である。この図４は、眼球内の虹彩１２により大きさが変化する瞳孔１
１、および、平面鏡６を含む外界光の光学系を上方側より観察したものである。この図に
おいて、平面鏡６により妨げられることなく瞳孔１１に到達する外界光を破線の矢印によ
り示している。また、図４（ａ）は通常環境の場合を示し、図４（ｂ）は周囲環境が非常
に明るく、瞳孔径が最小となる場合を示している。
【００２２】
　図４（ａ）に示す通常環境の場合、瞳孔１１の直径は４ｍｍであり、瞳孔１１と平面鏡
６との距離は、約１０ｍｍである。平面鏡６の水平幅を３．８ｍｍ以下とした場合には、
図４に示されるように、瞳孔１１からの距離が、人が無理しないで物体を見ることのでき
る距離である明視の距離（通常２５０ｍｍ）より遠方の外界景色からの光は、瞳孔のいず
れかの部分を通過することができる。この場合、装着者にとっては電子映像の視野角内に
、外界景色および電子映像の両方をシースルー画像として観察することができる。
【００２３】
　一方、図４（ｂ）に示す周囲環境が明るく瞳孔径が最小となる場合、明順応により瞳孔
径が１ｍｍまで収縮する。このとき、画像光の眼球への射出方向への投影断面の幅である
平面鏡の水平幅は１ｍｍよりも大きいため、観察者から見て平面鏡６の前方に、外界景色
からの光が平面鏡６に遮られ瞳孔１１に到達しない領域が存在する。このため、観察者の
視野内では、外界光が瞳孔１１を通過することのできない非シースルー領域１３が発生す
る。この非シースルー領域１３では、電子映像のみが観察でき、周囲の明るい外界景色に
邪魔されることなく良好な視認性を得ることができる。
【００２４】
　図５は、図１の眼鏡型画像表示装置１の平面鏡６の大きさと瞳孔径の大きさとの関係を
説明する図であり、（ａ）は暗順応時（瞳孔径が最大）の場合を示し、（ｂ）は明順応時
（瞳孔径が最小）の場合を示す。
【００２５】
　非常に暗い環境下では、シースルー表示により電子映像を外界景色とともに表示するこ
とが好ましい。この場合、人の瞳孔径は暗順応により約７ｍｍとなるため、図５（ａ）に
示すように、平面鏡の水平幅３．８ｍｍより瞳孔径が大きくなり、シースルー表示が実現
される。なお、この場合、平面鏡６の水平幅を暗順応時の人の瞳孔径１１である７ｍｍ未
満とすれば、シースルー表示をすることができる。
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【００２６】
　一方、非常明るい環境下では、シースルー表示により電子映像を表示すると、外界景色
からの外界光に対して、電子映像の輝度が弱いため、非常に見づらい表示となる。このた
め、外界光を遮断して非シースルー表示とすることが望ましい。この場合、図５（ｂ）に
示すように、人の瞳孔径は明順応により約１ｍｍとなる。このため、平面鏡６の水平幅を
１ｍｍより大きくすることにより、明視の距離において、非シースルー表示とすることが
できる。
【００２７】
　図６は、図１の眼鏡型画像表示の表示イメージを示す図であり、（ａ）は通常環境下に
おけるシースルー表示を示し、（ｂ）は非常に明るい環境下における非シースルー表示を
示す。図６（ａ）に示すように、通常環境下では、眼鏡型画像表示装置１を装着した観察
者の視界内には、画像射出部５を出射し平面鏡６で反射され眼球に入射した画像光による
電子映像が、外界景色と重ね合わされシースルー表示される。一方、図６（ｂ）に示すよ
うに、非常に明るい環境下では、明順応により瞳孔１１が小さくなり外界背景からの背景
光が平面鏡６により遮断され瞳孔に入射しなくなるために、観察者の視界内には、画像射
出部５からの電子画像のみが、非シースルーで表示される。
【００２８】
　以上説明したように、本実施の形態によれば、平面鏡６を画像光の眼球２への射出方向
の投影断面を鉛直方向に長い矩形形状とし、その投影断面の水平方向の幅を１ｍｍ～７ｍ
ｍとしたので、非常に暗い環境下（暗順応時）と非常に明るい環境下（明順応時）との間
で、シースルーおよび非シースルー表示の切換えが可能となる。さらに、上記投影断面の
水平方向の幅を１ｍｍ～３．８ｍｍとすれば、通常の環境下では電子映像をシースルー表
示することができ、非常に明るい環境下では非シースルー表示することができる。すなわ
ち、周囲の明るさ環境に応じて、シースルー表示と非シースルー表示とを切替えて、見や
すい表示とすることができる。
【００２９】
　なお、本実施の形態で図示した眼鏡型画像表示装置１は、右眼に対して電子映像を表示
する構成としたが、左眼に対して電子映像を表示するようにしても良い。
【００３０】
　（第２実施の形態）
　図７は、本発明の第２実施の形態に係る眼鏡型画像表示装置の構成および使用状態を示
す図である。図７では、眼鏡型画像表示装置１の概略構成に加え、画像射出部５から出射
される画像光が眼球２の瞳孔１１に至るまでの光路を示している。
【００３１】
　図７に示すように、本実施の形態に係る眼鏡型画像表示装置１は、図１における眼鏡型
画像表示装置１の構成に加え、テンプル部９に結合して設けられた偏角プリズム２１およ
び偏角プリズム２１の出射面に結合した投影レンズ２２を含んで構成されている。この偏
角プリズム２１と投影レンズ２２とは、一体で成型されていても良い。また、画像射出部
５から出射された画像光は、テンプル部９に沿う方向に出射され、偏角プリズム２１の入
射面に入射し、約６０度偏角され、投影レンズ２２を経て、眼鏡レンズ３上に配置された
平面鏡６に向けて射出され、この平面鏡６により瞳孔１１に向け反射されるように構成さ
れている。
【００３２】
　さらに、画像射出部５は、テンプル部９に沿って、眼鏡の前後方向に位置調節可能に結
合している。これによって、観察者の装着の視度に合わせて調節することができる。なお
、投影レンズ２２の中心、平面鏡６の中心および瞳孔１１の中心を結んで形成される角度
は、６０度～９０度であることが望ましい。
【００３３】
　図８は、図７の眼鏡型画像表示装置の光学系を示す図である。画像射出部５に設けられ
た表示素子２３から出射した画像光は、拡散しながら偏角プリズム２１に入射して偏角さ
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れ、投影レンズ２２により平面鏡６において画像光の光束の幅が最も小さくなるように集
光されて、瞳孔１１に向けて反射される。このとき平面鏡６は開口絞りとして作用してい
るため、瞳孔１１や表示素子２３、投影レンズ２２よりも小さくしても、電子映像の画面
が欠けることなく観察することができる。その他の構成、作用は、第１実施の形態と同様
であるので、同一構成要素には同一参照符号を付して説明を省略する。
【００３４】
　本実施の形態によれば、第１実施の形態における効果に加え、画像射出部５をテンプル
部９に沿って位置調節可能に構成し、且つ、画像射出部５がテンプル部９に沿うように画
像光を出射し、偏角プリズム２１がこの画像光を平面鏡６に向けて偏角させるようにした
ので、画像射出部５を位置調節することにより、表示する電子映像の視度調節が可能とな
る。
【００３５】
　（第３実施の形態）
　図９は、本発明の第３実施の形態に係る眼鏡型画像表示装置の構成および使用状態を示
す図である。本実施の形態では、左右の眼球２ｌ，２ｒに対応して、画像射出部５ｌ，５
ｒ、偏角プリズム２１ｌ，２１ｒ、投影レンズ２２ｌ，２２ｒ、平面鏡６ｌ，６ｒを設け
ている。これらの構成は、平面鏡６ｌ，６ｒが眼球の正面に設けられている点を除き、図
１０における右眼用の眼鏡型画像表示装置の各構成を、左眼用にも設けたものである。
【００３６】
　この場合、観察者が正面を向いた状態で、観察者の視界内の正面に、左側の画像射出部
５ｌから出射された電子映像と右側の画像射出部５ｒから出射された電子映像とが重ね合
わされて表示される。これにより、第２実施の形態に記載の効果に加えて、例えば、左眼
と右眼とに視差を有する画像を表示させることにより、観察者の視野内に立体映像を表示
することができる。
【００３７】
　（第４実施の形態）
　本発明の第４実施の形態は、通常良く利用されている携帯電話等の携帯情報機器の画面
を通常使用される眼球から３００ｍｍ離した位置に置いた場合の画面イメージを、眼鏡型
画像表示装置により表示するものである。図１０は、この場合の観察者から見た携帯情報
機器の表示画面３１の表示画角を説明する図である。
【００３８】
　良く使用される携帯情報機器の表示画面３１は、約２．４型程度の縦長の矩形形状をし
ており、眼球からの距離を３００ｍｍとすると、表示画角は短辺側が約７度、長辺側が約
９．３度である。
【００３９】
　図１１は、非常に明るい環境下で明順応時の非シースルー領域の画角を説明する図であ
る。この図において、瞳孔径サイズは１ｍｍであり、上述の携帯情報機器の表示画面の短
辺側に相当する画角７度をカバーする非シースルー領域を確保するための平面鏡６の画像
光の射出方向への投影断面の幅の最小値は、次式により求められる。
１０ｍｍ×ｔａｎ（３．５°）×２＋１ｍｍ＝２．２ｍｍ
【００４０】
　既に第１実施の形態において説明したように、反射平面鏡６を画像光の眼球２への射出
方向に見たとき、矩形形状の平面鏡の短辺である水平方向の投影断面の幅を１ｍｍ～３．
８ｍｍとすることで、通常環境と非常に明るい環境との変化に応じてシースルーと非シー
スルーとの切り換えが可能であるから、平面鏡６の表示画面の短辺側に対応する幅を、２
．２ｍｍ以上３．８ｍｍ以下とすることにより、携帯情報端末と同様の実用上使いやすい
サイズの表示画面を、通常環境時にシースルー表示し、非常に明るい周囲環境のときに非
シースルー表示することができる。
【００４１】
　つまり、明順応時の非シースルー領域の画角が眼鏡型画像表示装置により表示される表
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示画面３１の表示画角よりも大きくなるように設定することが重要である。反射部の画像
光の眼球への射出方向への投影断面の幅の最小値をｈ（ｍｍ）とし、瞳孔位置から反射部
中心までの距離をｗ（ｍｍ）、明順応時の瞳孔径を１ｍｍ、とすると非シースルー領域の
画角θは次式で表せる。
　θ＝２×arctan｛（ｈ－１）/２ｗ｝
一方、比較する表示画面の表示画角ωは、上記ｈに対応する方向の表示素子の幅をｄ（ｍ
ｍ）とし、投影レンズの焦点距離をｆ（ｍｍ）とすると次式で表せる。
　ω＝２×arctan（ｄ／２ｆ）
非シースルー領域画角θを表示画角ωよりも大きくするには、
　ω≦θ
となればよく、つまり次式が成り立つ、
　ｄ／２ｆ≦（ｈ－１）／２ｗ
　ｗ・ｄ／ｆ＋１≦ｈ
また、ｈは通常環境においてシースルー表示とするためには、ｈ≦３．８（ｍｍ）である
必要があるため、それを統合すると、次式となる。
　ｗ・ｄ／ｆ＋１ｍｍ≦ｈ≦３．８ｍｍ
この条件式を満たすように、反射部の幅を設定することにより、通常環境でシースルー表
示であり、かつ明るい環境においては表示画面の領域をカバーする非シースルー領域がで
き、良好な視認性を確保することができる。
【００４２】
　図１２は、本発明の第４実施形態に係る眼鏡型画像表示装置１の平面鏡６の大きさと瞳
孔径の大きさとの関係を説明する図であり、（ａ）は通常環境の場合を示し、（ｂ）は明
順応時を示す。通常環境下では、シースルー表示により死角を極力無くすことが望ましい
。このため、図１２（ａ）では、平面鏡６を３．８ｍｍ以下とすることで、明視の距離よ
りも遠い範囲において、シースルー表示とすることができる。
【００４３】
　一方、非常に明るい環境下では、シースルー表示により電子映像を表示すると、外界景
色からの外界光に対して、電子映像の輝度が弱いため、非常に見づらい表示となる。この
ため、外界光を遮断して非シースルー表示とすることが望ましい。平面鏡６の画像光の射
出方向への投影断面の幅を２．２ｍｍ以上とすることにより、実用的な表示サイズである
画角７度の範囲をシースルー表示とすることができる。
【００４４】
　本実施の形態では、平面鏡６の画像光の射出方向への投影断面の幅を、２．２ｍｍ以上
３．８ｍｍ以下としたことにより、第１実施の形態において図６で示したような、シース
ルー表示と非シースルー表示とを、周辺環境により切替えて表示することが可能になる。
その際、表示画面として観察者の視野内に携帯情報機器と同等の表示領域を確保すること
ができる。
【００４５】
　なお、本発明は、上記実施の形態にのみ限定されるものではなく、幾多の変形または変
更が可能である。たとえば、眼鏡型画像表示装置の画像射出部はテンプル部に結合してい
たがこれに限られず、例えば、ヨロイ部に結合するように構成しても良い。
【００４６】
　また、各実施の形態において、反射部である平面鏡は、垂直方向に長い矩形形状とした
がこれに限られず、水平方向に長い矩形構造としても良い。また、反射部は平面鏡に限ら
れず、凹面鏡を用いて光学系を構成しても良い。その場合は、画像射出部のレンズを省略
することもできる。また、表示すべき２次元画像は垂直方向に長い形状に限られず、反射
部の形状に係らず、水平方向に長い形状としても良い。
【符号の説明】
【００４７】
　１　　眼鏡型画像表示装置
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　２，２ｌ，２ｒ　　眼球
　３，３ｌ，３ｒ　　眼鏡レンズ
　４　　眼鏡フレーム
　５，５ｌ，５ｒ　　画像射出部
　６，６ｌ，６ｒ　　平面鏡
　７　　ヨロイ部
　８　　ヒンジ
　９，９ｌ，９ｒ　　テンプル部
　１０　　ノーズパッド
　１１　　瞳孔
　１２　　虹彩
　１３　　非シースルー領域
　１５　　電子映像
　２１　　偏角レンズ
　２２　　投影レンズ
　３１　　表示画面

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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